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平成２６年第３回（９月）岬町議会定例会第２日会議録 

 

○平成２６年９月３日（水）午前１０時００分開議 

 

○場 所   岬町議会議場 

 

○出席議員 次のとおり１２名であります。 

  １番 川 端 啓 子   ２番 鍛 治 末 雄   ３番 奥 野   学 

  ５番 （欠席）   ６番 竹 内 邦 博   ７番 小 川 日出夫 

  ８番 （欠員）   ９番 竹 原 伸 晃   10番 出 口   実 

  11番 道 工 晴 久   12番 豊 国 秀 行   13番 中 原   晶 

  14番 辻 下 正 純   15番 反 保 多喜男   

 

  欠席議員 １ 名 

  傍  聴 ０ 名 

 

○地方自治法第１２１条の規定により本会に出席を求めた者は次のとおりであります。 

町 長 田 代   堯 水道事業理事 鵜久森   敦 

副 町 長 中 口 守 可 

総務部理事兼財 

政改革部理事兼 

まちづくり戦略室理事 

岸 野 行 男 

教 育 長 笠 間 光 弘 しあわせ創造部理事 串 山 京 子 

まちづくり戦略室長兼 

町長公室長 
保 井 太 郎 都市整備部理事 木 下 研 一 

総 務 部 長 古 谷   清 都市整備部理事 家 永   淳 

財政改革部長 四至本 直 秀 都市整備部理事 早 野 清 隆 

しあわせ創造部長 古 橋 重 和 会計管理者 廣 田 節 子 

都市整備部長 末 原 光 喜 財 政 課 長 相 馬 進 佑 
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教 育 次 長 中 田 道 徳   

危機管理監 岸 本 保 裕   

企画政策監 西   啓 介   

 

○本会の書記は次のとおりであります。 

議会事務局長 谷 下 泰 久 議会事務局主幹 増 田   明 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議事日程 

  日程１ 議案第４４号 専決処分の承認を求める件（平成２６年度岬町一般会計補正予算

（第２次）） 

  日程２ 議案第４５号 平成２６年度岬町一般会計補正予算（第３次） 

  日程３ 議案第４６号 平成２６年度岬町国民健康保険特別会計補正予算（第１次）の件 

  日程４ 議案第４７号 平成２６年度岬町介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算（第

１次）の件 

  日程５ 議案第４８号 平成２６年度岬町多奈川財産区特別会計補正予算（第１次）の件 

  日程６ 議案第４９号 岬町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例を制定する件 

  日程７ 議案第５０号 岬町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例を

制定する件 

  日程８ 議案第５１号 岬町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例を制定する件 

  日程９ 議案第５２号 道の駅みさきの設置及び管理に関する条例を制定する件 

  日程１０  平成２５年度成果報告・決算に関する説明 

  日程１１ 議案第５３号 平成２５年度岬町一般会計決算認定の件 

  日程１２ 議案第５４号 平成２５年度岬町住宅新築資金等貸付事業特別会計決算認定の件 

  日程１３ 議案第５５号 平成２５年度岬町国民健康保険特別会計決算認定の件 

  日程１４ 議案第５６号 平成２５年度岬町後期高齢者医療特別会計決算認定の件 
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  日程１５ 議案第５７号 平成２５年度岬町下水道事業特別会計決算認定の件 

  日程１６ 議案第５８号 平成２５年度岬町漁業集落排水事業特別会計決算認定の件 

  日程１７ 議案第５９号 平成２５年度岬町介護保険特別会計（保険事業勘定）決算認定の件 

  日程１８ 議案第６０号 平成２５年度岬町介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）決算

認定の件 

  日程１９ 議案第６１号 平成２５年度岬町淡輪財産区特別会計決算認定の件 

  日程２０ 議案第６２号 平成２５年度岬町深日財産区特別会計決算認定の件 

  日程２１ 議案第６３号 平成２５年度岬町多奈川財産区特別会計決算認定の件 

  日程２２ 議案第６４号 平成２５年度岬町水道事業会計決算認定の件 

  日程２３ 報告第 ５ 号 平成２５年度岬町健全化判断比率報告の件 

  日程２４ 報告第 ６ 号 平成２５年度岬町下水道事業特別会計資金不足比率報告の件 

  日程２５ 報告第 ７ 号 平成２５年度岬町漁業集落排水事業特別会計資金不足比率報告の件 

  日程２６ 報告第 ８ 号 平成２５年度岬町水道事業会計資金不足比率報告の件 
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（午前１０時００分 開会） 

○奥野学議長 皆さん、おはようございます。ただいまから平成２６年第３回岬町議会定例会２日

目を開会します。 

  ただいまの時刻は午前１０時００分です。本日の出席議員は１２名です。欠席議員は１名です。

欠員１名です。定足数に達しておりますので、本定例会は成立しました。 

  本定例会には、町長以下の関係職員の出席を求めております。 

  これより本日の会議を開きます。日程１、議案第４４号専決処分の承認を求める件（平成２６

年度岬町一般会計補正予算（第２次））を議題とします。 

  本件について提案理由の説明を求めます。 

  財政改革部長、四至本直秀君。 

○四至本財政改革部長 日程１、議案４４号、専決処分の承認を求める件（平成２６年度岬町一般

会計補正予算（第２次））につきまして説明いたします。 

  まず、専決処分の理由といたしましては、中学校調理室内のガス給湯器に係る地下埋設管の亀

裂により漏水が発生したことに対する改修工事及び確定申告に伴う個人や法人に対する還付金の

経費につきまして補正予算を調製し、議会の議決を経る必要が生じましたが、議会を招集する時

間的余裕がないため、地方自治法第１７９条第１項の規定により、平成２６年７月１０日付けで

専決処分しましたので、同条第３項の規定により、これを報告し承認を求めるものでございます。 

  それでは、補正予算の内容について説明いたします。 

  議案書１ページをご参照願います。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４４７万８，００

０円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６９億９，８５８万１，０００円とする

ものでございます。 

  ２ページをご参照願います。第１表、歳入歳出予算補正をごらんください。まず、歳入予算の

概要につきまして説明いたします。なお、詳細につきましては、４ページに記載しておりますの

で併せてご参照願います。 

  繰入金としまして、本補正予算に必要な財源といたしまして財政調整基金繰入金４４７万８，

０００円を計上いたしております。 

  次に、歳出予算の概要について、ご説明いたします。２ページをご参照願います。なお、詳細

につきましては４ページに記載しておりますので、併せてご参照願います。 

  総務費といたしまして、町税過誤納償還金３６３万５，０００円を計上しております。主な内

容といたしましては、配当所得は源泉徴収が行われますが、そのうち住民税分を確定申告された
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方で住民税所得割に充当しきれなかった５８名の配当割額控除に係る還付に加えまして法人町民

税２社分などの還付に伴うもので、これらの還付を行うに当たり、早急に対応する必要が生じた

ものでございます。 

  また、教育費につきましては、給食センター改修工事８４万３，０００円を計上しております。

内容といたしましては、岬中学校調理室内のガス給湯器に係る地下埋設管が亀裂により漏水した

ことから、給湯管を露出配管に改修を行ったものでございます。漏水を放置した状態では、熱湯

により調理業務に支障を来すことから、早急に対応する必要が生じたものでございます。 

  以上が補正予算の内容でございます。よろしくご審議の上、承認賜りますようお願い申し上げ

ます。 

○奥野学議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより本件に対する質疑を行います。質疑ございませんか。 

  中原 晶君。 

○中原 晶議員  中学校の給食センターの改修工事についてお尋ねをいたします。 

  時期がいつごろであったのか、給食の調理は休暇以外については毎日ということになりますか

ら、そのあたり業務に支障はなかったのか、お尋ねしたいと思います。 

○奥野 学議長 教育次長、中田道徳君。 

○中田教育次長 給食センターにつきましては、ちょうど終業式前でございまして、今回、調理に

は支障は出ておりません。 

○奥野学議長 ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○奥野学議長 これで質疑を終わります。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○奥野学議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  これより議案第４４号、専決処分の承認を求める件（平成２６年度岬町一般会計補正予算（第

２次））を起立により採決します。 

  本件は原案のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。 

（起立全員） 

○奥野学議長 起立満場一致であります。よって議案第４４号は原案のとおり承認することに決定

しました。 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○奥野学議長 日程２、議案第４５号、平成２６年度岬町一般会計補正予算（第３次）を議題とし

ます。 

  本件について提案理由の説明を求めます。財政改革部長、四至本直秀君。 

○四至本財政改革部長 日程２、議案第４５号、平成２６年度岬町一般会計補正予算（第３次）の

件について、概要をご説明いたします。 

  内閣府が８月１３日、速報値として公表した平成２６年度４月期から６月期の国内総生産（Ｇ

ＤＰ）の物価変動を除いた実質値は年率換算で６．８％のマイナス成長となっております。これ

は、東日本大震災の影響でマイナス６．９％だった平成２３年１月期から３月期以来の大幅な落

ち込みとなりました。消費税増税の反動減により減速は一時的との見方はあるものの、ＧＤＰの

６割を占める個人消費の落ち込みが大きく、地方の回復力の弱さが消費全体の足かせとなってお

ります。 

  政府は、平成２７年１０月に消費税率を１０％まで引き上げるかどうかを７月期から９月期の

ＧＤＰやその他の景気動向を踏まえ総合的に判断し、年末の国の予算編成までに最終判断を行う

とされております。これらの影響につきましては、地域経済へも大きなインパクトを与えること

から、今後の動きについては、十分に注視していく必要があると考えております。 

  さて、岬町におきましても財政状況は依然として厳しい状況にあることから、今般の補正予算

につきましては、緊急性の高い経費を中心に編成いたしております。 

  それでは、議案書の１ページをご参照願います。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５，

３６７万２，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７０億５，２２５万３，

０００円とするものでございます。 

  ２ページをご参照願います。第１表、歳入歳出予算補正をご覧ください。まず、歳入予算の概

要について、ご説明いたします。なお、詳細につきましては９ページから１１ページに記載して

おりますので、併せてご参照願います。 

  分担金及び負担金といたしまして、深日地区の蛸池農業水路の改良に伴い農業施設改良事業分

担金６４万９，０００円を計上しております。 

  使用料及び手数料につきましては、多奈川平野北地区内の浄化槽の使用料１８万円を計上して

おります。国庫支出金につきましては、１，５２１万円を計上しております。 

  主な内容といたしましては、いずれも前年度の精算に伴い障害者自立支援給付費負担金１１８
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万２，０００円、障害者医療費負担金１１１万５，０００円をそれぞれ計上するものでございま

す。 

  また、国民一人ひとり番号を付与し、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報である

ということの確認を行うことで、社会保障・税制度の効率性、透明性を高めるための、いわゆる

マイナンバー制度における個人番号の通知を平成２７年１０月に予定していることから、それに

伴う必要なシステム改修等に充当するための補助金１，１９１万２，０００円を計上いたしてお

ります。 

  府補助金につきましては、６５７万９，０００円を計上いたしております。主な内容といたし

ましては、前年度の精算に伴う障害者医療費負担金６４万８，０００円のほか、農地法の改正に

より農地基本台帳の電子化を行うためのシステム作成事業補助金４４８万４，０００円をそれぞ

れ計上いたしております。 

  繰入金につきましては、２，７０５万４，０００円を計上しております。主な内容といたしま

しては、本補正予算編成に必要な財源といたしまして、財政調整基金繰入金２，５０８万４，０

００円のほか、海釣り公園とっとパーク小島の整備工事に充当するための海釣り公園管理基金繰

入金１３０万円をそれぞれ計上いたしております。 

  町債につきましては、淡輪小学校防球ネット改修工事に充当するための小学校整備事業債４０

０万円を計上いたしております。 

  次に、歳出予算の概要について説明いたします。４ページをご参照願います。なお、詳細につ

きましては、１２ページ以降に記載しておりますので、併せてご参照願います。 

  総務費といたしまして、２，８２３万６，０００円を計上いたしております。主な内容といた

しましては、いわゆるマイナンバー制度の導入に向けた必要な準備経費といたしまして住民情報

システム改修委託料２，３２４万１，０００円、中間サーバー負担金９８万１，０００円、合計

で２，４２２万２，０００円を計上するものでございます。 

  また、個人住民税、法人町民税の還付や固定資産税の賦課更正に伴う町税過誤納償還金２８２

万２，０００円を計上いたしております。 

  民生費につきましては、２２９万６，０００円を計上いたしております。主な内容といたしま

しては、門前・兵庫老人憩の家の畳表替え１４万１，０００円、障害のある児童を対象にした放

課後デイサービスや児童発達支援などのサービス提供に伴う障害児通所支援給付費２００万４，

０００円をそれぞれ計上いたしております。 

  衛生費につきましては、本年１０月から水ぼうそう及び高齢者の肺炎球菌感染症の二つの疾病
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が新たに定期予防接種の対象となったことに伴い、予診表や個別通知などの事務費といたしまし

て印刷製本費１４万２，０００円、通信運搬費１１万４，０００円、合わせて２５万６，０００

円をそれぞれ計上いたしております。 

  農林水産業費につきましては、農地法の改正に伴い農地基本台帳の電子化を行うための農地基

本台帳システム作成業務委託料５３４万８，０００円、深日地区蛸池農業用水路改修工事１２９

万９，０００円、合計で６６４万７，０００円を計上いたしております。 

  商工費につきましては、海釣り公園とっとパーク小島の道の駅に係る日常清掃や警備などの管

理委託料２８万４，０００円、海釣り公園整備工事１３０万円、合計で１５８万４，０００円を

計上しております。 

  土木費につきましては、７５１万３，０００円を計上いたしております。主な内容といたしま

しては、平成２９年度の完成を目指し、現在、（仮称）海岸連絡線整備事業に着手しているとこ

ろですが、用地取得事務に携わる任期付職員の給料などの人件費６１８万８，０００円、町営淡

輪住宅１軒分の明け渡しに伴う公営住宅除却工事１３０万円を計上するものでございます。 

  ５ページをご参照願います。 

  教育費につきましては、７１４万円を計上しております。主な内容といたしましては、淡輪小

学校防球ネット改修工事５４０万円、共同調理場の施設の老朽化に伴う修繕料１２０万６，００

０円をそれぞれ計上するものでございます。 

  続いて、６ページをご参照願います。第２表、地方債補正をご覧ください。 

  小学校整備事業につきましては、地方債の限度額を１７０万円から５７０万円へ変更を行うも

のでございます。なお、記載の方法、利率、償還の方法についてはご覧のとおりとなっておりま

す。 

  以上が補正予算の概要でございます。 

  なお、本件は総務文教、厚生、事業の各常任委員会に付託の予定と伺っております。よろしく

ご審議の上、議決賜りますようお願い申し上げます。 

○奥野学議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  本件については総務文教、厚生、事業の各常任委員会に付託の予定でありますが、その前に大

綱的質疑を受けたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○奥野学議長 異議なしと認めます。 

  質疑ございませんか。 
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（「なし」の声あり） 

○奥野学議長 質疑なしと認めます。これで大綱的質疑を終わります。 

  ただいま議題となっております平成２６年度岬町一般会計補正予算（第３次）の件については

会議規則第３９条第１項の規定により、総務文教、厚生、事業の各常任委員会に付託したいと思

います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○奥野学議長 異議なしと認めます。 

  よって、本件については総務文教、厚生、事業の各常任委員会に付託することに決定しました。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○奥野学議長 日程３、議案第４６号、平成２６年度岬町国民健康保険特別会計補正予算（第１

次）の件を議題とします。 

  本件について提案理由の説明を求めます。しあわせ創造部長、古橋重和君。 

○古橋しあわせ創造部長 日程３、議案第４６号、平成２６年度岬町国民健康保険特別会計補正予

算（第１次）の件につきましてご説明いたします。 

  本補正予算につきましては、前年度医療費等の確定による国及び府負担金の精算に伴う返還金

について編成をいたしております。 

  議案書の１ページをお開きください。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９８２万円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２６億８，１０８万７，０００円とするものでご

ざいます。 

  歳入予算の概要についてご説明いたします。議案書の２ページをご参照ください。なお、詳細

につきましては４ページを併せてご参照願います。 

  歳入といたしましては、繰越金といたしまして前年度繰越金９８２万円を計上いたしておりま

す。 

  続きまして、歳出予算の概要についてご説明いたします。議案書は同じく２ページを、詳細に

つきましても４ページを併せてご参照願います。 

  諸支出金、償還金及び還付加算金として９８２万円を計上いたしております。内容といたしま

しては、前年度の医療費及び特定健康診査等の費用の確定に伴う国、府及び支払基金に対する精

算返還金でございます。 

  以上が補正予算の概要でございます。 
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  本件につきましては、厚生委員会に付託の予定と伺っております。よろしくご審議の上、議決

賜りますようお願い申し上げます。 

○奥野学議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  本件については厚生委員会に付託の予定でありますが、その前に大綱的質疑を受けたいと思い

ます。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○奥野学議長 異議なしと認めます。 

  これより大綱的質疑を行います。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○奥野学議長 質疑なしと認めます。これで大綱的質疑を終わります。 

  ただいま議題となっております平成２６年度岬町国民健康保険特別会計補正予算（第１次）の

件については会議規則第３９条第１項の規定により、厚生委員会に付託したいと思います。これ

にご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○奥野学議長 異議なしと認めます。 

  よって、本件については厚生委員会に付託することに決定しました。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○奥野学議長 日程４、議案第４７号、平成２６年度岬町介護保険特別会計（保険事業勘定）補正

予算（第１次）の件を議題とします。 

  本件について提案理由の説明を求めます。しあわせ創造部長、古橋重和君。 

○古橋しあわせ創造部長 日程４、議案第４７号、平成２６年度岬町介護保険特別会計（保険事業

勘定）補正予算（第１次）の件についてご説明いたします。 

  本補正予算につきましては、前年度の介護給付費の確定に伴う国、府及び支払基金への負担金

等の精算返還及び前年度の余剰金の処理について編成をいたしております。 

  議案書の１ページをお開きください。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，８１１万円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１８億２，３２９万２，０００円とするもの

でございます。 

  歳入予算の概要につきましてご説明いたします。議案書の２ページをご参照ください。なお、

詳細につきましては４ページに記載をいたしておりますので併せてご参照願います。 
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  歳入につきましては、繰越金といたしまして前年度繰越金２，８１１万円を計上いたしており

ます。 

  次に、歳出予算の概要につきましてご説明いたします。議案書は同じく２ページを、詳細につ

きましても４ページをご参照いただきたいと思います。 

  まず、諸支出金、償還金及び還付加算金として９６９万９，０００円を計上いたしております。

内容といたしましては、前年度の介護給付費及び地域支援事業費の確定に伴う国、府及び支払基

金に対する精算返還金でございます。 

  続きまして、基金積立金といたしまして１，８４１万１，０００円を計上いたしております。

内容といたしましては、前年度の給付費の確定に伴い、その余剰金を基金に積み立てるものでご

ざいます。 

  以上が補正予算の概要でございます。 

  本件につきましては、厚生委員会に付託の予定と伺っております。よろしくご審議の上、議決

賜りますようお願い申し上げます。 

○奥野学議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  本件については厚生委員会に付託の予定でありますが、その前に大綱的質疑を受けたいと思い

ます。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○奥野学議長 異議なしと認めます。 

  これより大綱的質疑を行います。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○奥野学議長 質疑なしと認めます。これで大綱的質疑を終わります。 

  ただいま議題となっております平成２６年度岬町介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算

（第１次）の件については会議規則第３９条第１項の規定により、厚生委員会に付託したいと思

います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○奥野学議長 異議なしと認めます。 

  よって、本件については厚生委員会に付託することに決定しました。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○奥野学議長 日程５、議案第４８号、平成２６年度岬町多奈川財産区特別会計補正予算（第１
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次）の件を議題とします。 

  本件について提案理由の説明を求めます。総務部長、古谷 清君。 

○古谷総務部長 日程５、議案第４８号、平成２６年度岬町多奈川財産区特別会計補正予算（第１

次）の件について説明いたします。 

  それでは、予算書の１ページをご参照願います。 

  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６７万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ６，５５９万５，０００円とするものでございます。 

  歳入予算につきまして説明いたします。２ページの第１表、歳入歳出予算補正をご参照願いま

す。詳細につきましては４ページに記載しておりますので、併せてご参照願います。 

  多奈川地区財産区基金繰入金といたしまして６７万円を計上いたしております。 

  次に歳出予算につきまして説明いたします。同様に２ページをご参照願います。なお、詳細に

つきましては４ページに記載しております。 

  小島集会所会議室エアコンの取りかえ費用相当額を一般会計への繰出金といたしまして６７万

円を計上するものでございます。 

  以上が補正予算の内容でございます。 

  なお、本件につきましては総務文教委員会に付託の予定と伺っております。よろしくご審議の

上、議決賜りますようお願い申し上げます。 

○奥野学議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  本件については総務文教委員会に付託の予定でありますが、その前に大綱的質疑を受けたいと

思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○奥野学議長 異議なしと認めます。 

  これより大綱的質疑を行います。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○奥野学議長 質疑なしと認めます。これで大綱的質疑を終わります。 

  ただいま議題となっております平成２６年度岬町多奈川財産区特別会計補正予算（第１次）の

件については会議規則第３９条第１項の規定により、総務文教委員会に付託したいと思います。

これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○奥野学議長 異議なしと認めます。 
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  よって、本件については総務文教委員会に付託することに決定しました。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○奥野学議長 日程６、議案第４９号、岬町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例を制定する件を議題とします。 

  本件について提案理由の説明を求めます。しあわせ創造部長、古橋重和君。 

○古橋しあわせ創造部長 日程６、議案第４９号、岬町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事

業の運営に関する基準を定める条例を制定する件についてご説明いたします。 

  提案理由といたしましては、子ども・子育て支援法の規定に基づき特定教育・保育施設及び特

定地域型保育事業の運営に関する基準を条例で定める必要が生じたので本条例を制定するもので

ございます。 

  それでは、条例案についてご説明をさせていただきます。議案書裏面をごらんください。 

  なお、本条例案につきましては第１章から第３章までと条項が多岐にわたりますので、説明に

つきましては本議案書と併せて送付いたしております岬町特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業の運営に関する基準を定める条例案の概要により説明をさせていただきます。 

  まずはじめに、来年度からスタートいたします子ども・子育て支援新制度につきましてご説明

をさせていただきたいと思います。 

  新制度は平成２４年８月に成立をいたしました子ども・子育て関連三法の成立により質の高い

幼児期の学校教育・保育の総合的な提供、保育の量の拡大及び地域における子ども・子育て支援

の充実を図るため創設されました。 

  新制度では、子どものための教育・保育に係る給付制度が創設をされ、給付の対象となるため

には町の確認を受ける必要がございます。 

  この確認を受けて給付対象となった施設、事業が特定教育保育施設及び特定地域型保育事業と

なり、（１）の表に記載のとおり特定教育・保育施設は認定こども園、幼稚園、保育所、利用す

る子どもが１９人以下の小規模な保育であります特定地域型保育事業は家庭的保育事業、小規模

保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業となります。 

  また、新制度では施設型給付等の支給対象となる子どもの認定区分が設けられ、（２）の表に

記載をいたしております三つの区分によって特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に対し

て給付が行われます。 

  １号認定の要件は、３歳から就学前までの保育の必要がない子どもで、認定こども園、幼稚園
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が対象施設となります。 

  ２号認定の要件は、３歳から就学前までの保育を必要とする子どもで、認定こども園、保育所

が対象施設となります。 

  また、３号認定の要件は、０歳から２歳までの保育を必要とする子どもで、認定こども園、保

育所が対象施設。また、家庭的保育事業、小規模保育事業等が対象事業となります。 

  以上が新制度の主な概要でございます。 

  次に、本条例でございますが、本条例制定の背景及び考え方といたしましては、この新制度で

は国の基準を踏まえて特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準について

市町村の条例で定めることとされたことによるもので、また、条例制定については地域の実情が

国と異なる基準を定めるほどの特別な理由が認められないと考えていることから、原則として国

の基準に準じた基準といたしております。 

  ただし、岬町暴力団等の排除に関する条例の基本理念を踏まえ、暴力団排除の規定を町独自の

基準として定めております。 

  裏面をごらんください。 

  条例案の趣旨、目的といたしましては、本条例は子育て支援法に基づき本町の基準を定めるも

ので、その基準は良質、かつ適切な内容及び水準の教育・保育の提供を行うことにより全ての子

どもが健やかに成長するための環境が等しく確保されることを目指すものでございます。 

  最後に、条例で定める項目といたしましては、本条例は３章立てになっており、第１章、総則

では趣旨、用語の定義及び一般原則を定めています。 

  次に、第２章、特定教育・保育施設の運営に関する事項では、第１節においては利用定員を。

第２節では内容、説明及び同意、提供拒否の禁止、受給者資格等の確認など運営に関する基準を。

また、第３節では特例施設型給付に関する基準を定めています。 

  次に、第３章、特定地域型保育事業者の運営に関する基準では、第１節においては利用定員を。

第２節では内容、説明及び同意、提供の禁止、受給資格等の確認など運営に関する基準を。第３

節では特例地域型保育給付に関する基準を定めています。 

  次に、附則といたしまして、施行期日につきましては子ども・子育て支援法の施行の日から施

行するものでございます。 

  また、特定保育所に係る特例及び経過措置として施設型給付等、利用定員、連携施設に関する

経過措置を定めています。 

  以上が条例案の概要でございます。 
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  本件は厚生委員会に付託の予定と伺っております。よろしくご審議の上、議決賜りますようお

願い申し上げます。 

○奥野学議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  本件については厚生委員会に付託の予定でありますが、その前に大綱的質疑を受けたいと思い

ます。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○奥野学議長 異議なしと認めます。 

  これより大綱的質疑を行います。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○奥野学議長 質疑なしと認めます。これで大綱的質疑を終わります。 

  ただいま議題となっております岬町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例を制定する件については会議規則第３９条第１項の規定により、厚生委員会

に付託したいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○奥野学議長 異議なしと認めます。 

  よって、本件については厚生委員会に付託することに決定しました。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○奥野学議長 日程７、議案第５０号、岬町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例を制定する件を議題とします。 

  本件について提案理由の説明を求めます。しあわせ創造部長、古橋重和君。 

○古橋しあわせ創造部長 日程７、議案第５０号、岬町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する

基準を定める条例を制定する件についてご説明いたします。 

  提案理由といたしましては児童福祉法の規定に基づき家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準を条例で定める必要が生じたので、本条例を制定するものでございます。 

  それでは、条例案についてご説明させていただきます。 

  議案書裏面をごらんください。なお、本条例案につきましても第１章から第５章までと条項が

多岐にわたりますので、説明につきましては本議案書と併せて送付いたしております岬町家庭的

保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例案の概要により説明をさせていただきます。 

  まず１、子ども・子育て支援新制度における施設給付につきましては、先ほどの議案でのご説
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明と重複いたしますので省略をさせていただき、（２）の家庭的保育事業等について説明をさせ

ていただきます。 

  家庭的保育事業等は原則として３歳児未満の保育を必要とする乳幼児を対象とした保育事業で、

定員数や実施場所等によって四つの類型に分類されます。 

  まず、家庭的保育事業は、定員５人以下の少人数で家庭的な雰囲気のもとで家庭的保育者の居

宅などできめ細やかな保育を実施する事業でございます。 

  次に、小規模保育事業は、定員６人から１９人までの小規模な保育施設で保育を実施する事業

で、定員数や保育の担当などの基準によりＡからＣの三つの類型に区分をされます。 

  次の居宅訪問型保育事業は、子どもの居宅において原則１対１を基本とする保育を実施する事

業でございます。 

  次の事業所内保育事業は、企業等が主として従業員の仕事と子育ての両立を支援するために実

施をする保育で、保育型事業所内保育事業と小規模型事業所保育事業に区分をされます。 

  裏面をごらんください。 

  本条例でございますが、本条例制定の背景及び考え方といたしましては、さきの条例案と同様、

新制度において設備及び運営に関する基準を市町村が条例で定めることとなったことから、原則

として国の基準に準じた基準として定めるとともに、暴力団排除の規定を町独自の基準として定

めております。 

  条例案の趣旨、目的といたしましては、本条例は児童福祉法に基づき、本町の基準を定めるも

ので、その基準は、乳幼児が明るく衛生的な環境において、素養があり適切な訓練を受けた職員

から保育の提供を受けることにより、心身ともに健やかに育成されることを目指すものでござい

ます。 

  最後に、条例で定める項目といたしましては、本条例は５章立てになっており、第１章、総則

では趣旨、基本理念、一般原則等を定めております。 

  次に、第２章は家庭的保育事業の設備の基準、職員、保育時間等の基準を定めております。 

  第３章につきましては小規模保育事業について、第１節、通則では小規模保育事業の区分を、

また、第２節では小規模保育事業Ａ型における設備の基準や職員等について、第３節では、同じ

くＢ型における職員等について、第４節ではＣ型における設備の基準、職員、利用定員等の基準

について定めております。 

  次に、第４章では居宅訪問型保育事業における保育の内容、設備及び備品、職員等の基準を。 

  第５章では、事業所内保育事業の利用定員や設備の基準、職員等の基準について定めておりま
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す。 

  次に、附則では、施行期日につきましては子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する

教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の

整備に関する法律の施行日から施行するものでございます。 

  また、経過措置として食事の提供、連携施設、利用定員及び小規模保育事業Ｂ型等に関する経

過措置を定めています。 

  以上が、岬町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例案の概要でございま

す。 

  本件は厚生委員会に付託の予定と伺っております。よろしくご審議の上、議決賜りますようお

願い申し上げます。 

○奥野学議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  本件については厚生委員会に付託の予定でありますが、その前に大綱的質疑を受けたいと思い

ます。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○奥野学議長 異議なしと認めます。 

  これより大綱的質疑を行います。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○奥野学議長 質疑なしと認めます。これで大綱的質疑を終わります。 

  ただいま議題となっております岬町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例を制定する件については会議規則第３９条第１項の規定により、厚生委員会に付託したいと思

います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○奥野学議長 異議なしと認めます。 

  よって、本件については厚生委員会に付託することに決定しました。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○奥野学議長 日程８、議案第５１号、岬町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例を制定する件を議題とします。 

  本件について提案理由の説明を求めます。しあわせ創造部部長、古橋重和君。 

○古橋しあわせ創造部長 日程８、議案第５１号、岬町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に
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関する基準を定める条例を制定する件についてご説明いたします。 

  提案理由といたしましては、児童福祉法の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備及び

運営に関する基準を条例で定める必要が生じたので本条例を制定するものでございます。 

  それでは、条例案につきましてご説明いたします。 

  議案書裏面をごらんください。 

  なお、本条例案につきましては条項が多岐にわたっておりますので、説明につきましては、本

議案書と併せて送付いたしております岬町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例案の概要により説明をさせていただきます。 

  まずはじめに、子ども・子育て支援新制度の概要につきましてはさきの議案等におきましてご

説明をさせていただいておりますので、割愛をさせていただきまして、新制度では給付とともに

地域の実情に応じた子ども・子育て支援である地域の子ども・子育て支援事業が創設をされます。 

  そして、幼児期の学校教育・保育と地域の子ども・子育て支援を総合的に推進をするというこ

とになっております。 

  新制度におきます地域子ども・子育て支援事業は、表に整理をいたしておりますように、利用

者支援事業、地域子育て支援拠点施設、妊婦健康診査など１３事業となっております。 

  また、これらの事業につきましては、現在策定を進めております岬町子ども・子育て支援事業

計画において、必要量の見込みや実施時期等を明記していく必要がございます。 

  なお、右側につきましては、参考として先ほどの給付について記載をいたしております。 

  次に、本条例の制定の背景及び考え方といたしましては、さきの２条例案と同様、新制度にお

いて設備及び運営に関する基準を市町村が条例で定めることとなったことから、原則として国の

基準に準じた基準として定めるとともに、暴力団排除の規定を町独自の基準として定めておりま

す。 

  裏面をごらんください。 

  条例案の趣旨、目的といたしましては、本条例は児童福祉法に基づき本町の基準を定めるもの

で、その基準は、利用者が明るく衛生的な環境において、素養があり適切な訓練を受けた職員の

支援により、心身ともに健やかに育成されることを目指すものでございます。 

  最後に、条例で定める項目といたしましては、第１条から第９条までは趣旨、定義、一般原則、

職員の一般的要件などの総論関係について定めており、第１０条では設備の基準を、第１１条で

は職員の基準について定めております。また、第１２条から第２２条までは差別的な取り扱いや

虐待の禁止、運営規定、開所時間及び日数など運営に関する事項を定めております。 



 

19 

  次に、附則では、施行期日につきましては、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関す

る教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律

の整備等に関する法律の施行の日から施行するものとなっております。 

  また、経過措置といたしまして、職員に関する経過措置を定めております。 

  以上が条例案の概要でございます。 

  本件は厚生委員会に付託の予定と伺っております。よろしくご審議の上、議決賜りますようお

願い申し上げます。 

○奥野学議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  本件については厚生委員会に付託の予定でありますが、その前に大綱的質疑を受けたいと思い

ます。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○奥野学議長 異議なしと認めます。 

  これより大綱的質疑を行います。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○奥野学議長 質疑なしと認めます。これで大綱的質疑を終わります。 

  ただいま議題となっております岬町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例を制定する件については会議規則第３９条第１項の規定により、厚生委員会に付託した

いと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○奥野学議長 異議なしと認めます。 

  よって、本件については厚生委員会に付託することに決定しました。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○奥野学議長 日程９、議案第５２号、道の駅みさきの設置及び管理に関する条例を制定する件を

議題とします。 

  本件について提案理由の説明を求めます。都市整備部長、末原光喜君。 

○末原都市整備部長 日程９、議案第５２号、道の駅みさきの設置及び管理に関する条例を制定す

る件についてご説明いたします。 

  提案理由につきましては、道の駅みさきの整備に伴い、その設置及び管理に関し必要な事項を

定めるため、本条例を制定するものでございます。 
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  それでは、本条例の概要説明をさせていただきます。 

  まず、第１条では設置について、道路利用者の良好な休憩の場の提供及び地域情報の発信によ

り町民と来訪者との交流を促進するとともに、農林水産物等の地場特産物の販売による地域産業

の振興に寄与することを目的として、国と一体型で道の駅を設置するものでございます。 

  第２条では、名称及び位置について。名称は道の駅みさき、位置は大阪府泉南郡岬町淡輪５６

５４番地の３とするものでございます。 

  第３条では、事業について。第１条の設置の目的を達成するため次の事業を行うものでござい

ます。道路利用者への休憩の場の提供に関すること、農林水産物等の地場特産品及び飲食物、そ

の他物品を販売するための施設の提供に関すること。地域情報、観光情報及びイベント情報、そ

の他情報の提供に関すること。地域の住民相互の交流の促進に関すること。災害発生時の被災者

等の支援に関すること。前項各号に掲げるもののほか、道の駅の設置の目的を達成するために町

長が必要と認める事業となっております。 

  第４条では、施設の構成を定めており、道の駅には次に掲げる施設、その他当該施設に付随す

るものを設けるものとしております。 

  地場特産品等販売施設、飲食提供施設及びイベント交流スペース、以上の施設は町が整備を行

います。道路情報提供施設並びに公衆便所は国が整備いたします。駐車場は国と町が設置いたし

ます。 

  第５条では、指定管理者による管理について。道の駅の管理は地方自治法第２４４条の２、第

３項の規定により法人その他の団体であって、町長が指定するものに行わせることができるもの

とするものでございます。 

  第６条では、指定管理者の管理期間を定めております。 

  第７条では、開館時間等を定めており、道の駅の開館時間及び休館日は規則で定めるものとす

るものでございます。 

  第８条では、指定管理者が行う業務を定めております。 

  第９条では、利用者の許可等を定めており、道の駅の施設のうち、町が設置する地場特産品等

販売施設、飲食提供施設、イベント交流スペースを専用して利用するものは、あらかじめ指定管

理者の許可を受けなければならないとするものでございます。 

  第１０条から第１３条では、専用利用について定めており、第１０条では利用の不許可につい

て、第１１条では専用利用許可の取り消し等について、第１２条では専用利用権の譲渡等禁止に

ついて、第１３条では専用利用者が設置する特別の施設等を定めております。 
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  第１４条では、道の駅の入場の制限等を定めております。 

  第１５条では、道の駅における行為禁止事項を定めております。 

  第１６条では、道の駅の利用の禁止または制限を定めております。 

  第１７条では、利用料金を定めており、専用利用者は指定管理者に対し利用料金を規則で定め

る期日までに支払わなければならない。利用料金は別表に定める額の範囲内において指定管理者

が町長の承認を得て定めるものとする。利用料金は指定管理者の収入とするものでございます。 

  次ページの別表をごらんください。 

  地場特産品と販売施設利用については一月単位として、当該月の売上高に１００分の１５を乗

じて得た額。ただし、地場特産品以外の販売に係る当該月の売上高については１００分の３０を

乗じて得た額とするものでございます。 

  飲食提供施設の利用については一月単位として、当該月の売上高に１００分の３０を乗じて得

た額とするものでございます。 

  イベント交流スペースの利用については１日単位として、当該日の売上高に１００分の３０を

乗じて得た額とするものでございます。 

  第１８条にお戻りください。ここでは、専用利用者の利用料金の減免を定めております。 

  また、第１９条では利用料金の不還付を定めております。 

  第２０条では、原状回復義務を定めております。 

  第２１条では、損害賠償について定めております。 

  第２２条は、委任について定めております。 

  附則においては、この条例は規則で定める日から施行すること。道の駅の管理を指定管理者に

行わせるために必要な手続、その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができるこ

と。町長はこの条例の施行後、５年以内を目安として、経済情勢の推移等を勘案しつつ、別表に

規定する利用料金の額を検討し、その結果に基づいて見直しを行うものとすることといたしてお

ります。 

  以上、道の駅みさきの設置及び管理に関する条例の内容についてご説明させていただきました。 

  本件は事業委員会に付託の予定と聞き及んでおります。よろしくご審議の上、議決賜りますよ

うお願い申し上げます。 

○奥野学議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  本件については事業委員会に付託の予定でありますが、その前に大綱的質疑を受けたいと思い

ます。これにご異議ございませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○奥野学議長 異議なしと認めます。 

  これより大綱的質疑を行います。質疑ございませんか。道工晴久君。 

○道工晴久議員 ちょっと２点ほど質問をしたいと思います。 

  まず、道の駅の名称募集をやっていましたが、これを道の駅みさきということで決定したのか

どうかということと、それから、過日、副町長にちょっと言っておったんですが、最近、こうい

った道の駅のところに電気自動車等の充電設備、それと、今、大きく取りあげられております水

素自動車の充填設備、そういうものがこれから必要となってまいります。 

  そういうものは、ここの中の特別の設備等というところで包含されていくのかどうか、その点

の確認だけしたいと思います。 

○奥野学議長 都市整備部長、末原光喜君。 

○末原都市整備部長 まず、名称の件でございますけれども、今回、募集しておりますのは道の駅

みさきの愛称の募集ということで、応募がございますので、また選定して発表していきたいと考

えております。 

  それと、道路施設の中で電気自動車、これにつきましては、国の方針として電気自動車の供給

するステーションを設置することを補助するとか、道の駅の中でも国が持っているスペースにつ

いても利用することが可能であるという基本的な方向が示されております。 

  ただし、水素ステーションについては、現在のところ、この設置というのは非常に高額である

こと、また、安全性の問題がございますので、基本的な方針が国のほうからまだ出ておりません。 

  したがいまして、今回の道の駅につきましては、補助金等を活用して、電気自動車の充電装置

を設置したいと考えております。 

○道工晴久議員 結構です。 

○奥野学議長 ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○奥野学議長 質疑なしと認めます。これで大綱的質疑を終わります。 

  ただいま議題となっております道の駅みさきの設置及び管理に関する条例を制定する件につい

ては会議規則第３９条第１項の規定により、事業委員会に付託したいと思います。これにご異議

ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○奥野学議長 異議なしと認めます。 
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  よって、本件については事業委員会に付託することに決定しました。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○奥野学議長 日程１０、平成２５年度成果報告・決算に関する説明及び日程１１、議案第５３号、

平成２５年度岬町一般会計決算認定の件から日程２２、議案第６４号、平成２５年度岬町水道事

業会計決算認定の件までの１３件を一括議題にしたいと思います。 

  これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○奥野学議長 異議なしと認めます。 

  よって、日程１０、平成２５年度成果報告・決算に関する説明及び日程１１、議案第５３号、

平成２５年度岬町一般会計決算認定の件から日程２２、議案第６４号、平成２５年度岬町水道事

業会計決算認定の件までの１３件は一括議題にすることに決定しました。 

  これより、平成２５年度成果報告・決算に関する説明を求めます。成果報告について、岬町長、

田代 堯君。 

○田代町長 日程１０、平成２５年度成果報告・決算に関する説明を行わせていただきます。そし

て、日程１１、議案第５３号、平成２５年度岬町一般会計決算認定の件から日程２２、議案第６

４号、平成２５年度岬町水道事業会計決算認定の件につきまして、地方自治法第２３３条第３項

及び地方公営企業法第３０条第４項の規定に基づき、議会の認定をいただきたく、一括提案申し

上げます。 

  なお、平成２５年度各会計の決算書及び関係資料並びに岬町監査委員から提出されました決算

審査意見書をあらかじめ配付いたしております。 

  主要施策の成果につきまして、主要施策成果説明書をもとに、新たな事業や充実させて取り組

んだ事業を中心として、各概要等についてご説明させていただきます。 

  我が国の景気の動向につきましては、大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起す

る成長戦略の政策効果等によって過度な円高が是正され、景気は回復傾向にあるといわれるもの

の、消費税率が引き上げられた４月以降、駆け込み需要の反動減が見受けられております。 

  また、全国的に人口減少や少子高齢化が進展する中で、本町におきましても、過去に栄えた地

域経済が火力発電所の休廃止などによって厳しい状況となり、少子高齢化が進展し、人口減少が

続いております。 

  少子高齢化や人口減少の流れを踏まえ、国においては、平成２５年秋から検討を進めていた新
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たな国土のグランドデザインに関し、本年７月に「国土のグランドデザイン２０５０」を策定し、

本格的な人口減少社会の到来に向けた新たな国土づくりの理念・考え方を示しております。 

  昨今、日本創生会議が公表した全国の市区町村における２０４０年の人口推計結果において、

本町は、若い女性の人口が２０１０年に比べ５０％以下になると推計されております。 

  岬町では人口減少が続いておりますが、これまで取り組んできた交流人口の拡大による地域経

済の活性化や、定住者の確保に引き続き取り組むことにより、地域内での消費や人口の減少を少

しでも食いとめ、郷土愛で支え合うコミュニティづくりに取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

  今後も国の動向を注視しながら、第二阪和国道の開通を見据えた関西国際空港を起点とする岬

町への新たな人の流れの創出に向け、（仮称）道の駅みさきの整備、深日港の活性化、みなとオ

アシスみさきの本登録に向けた取り組みを進め、本年３月に発足した岬町観光協会のソフト事業

とも連携して地域活性化に努めてまいりたいと考えております。 

  さて、私は、平成２１年１０月に町長に就任して以来、「温かみのある町政を進めること」、

「徹底してまちの行財政を立て直すこと」、「岬町に生まれてよかった、岬町に移り住んでよか

った、これからも住み続けたいまちを創造すること」を基本理念として、岬町が元気になるため

に職員と一丸となって町政運営を進めてまいりました。 

  行財政改革の基本方針を定めた第二次集中改革プランの３年目となる平成２５年度の一般会計

決算は、私が率先して懸案事項の解決に取り組む方向を示すとともに、組織力を駆使し、職員給

与の減額など職員の協力を得ながら、全職員が一丸となって全力で行財政改革に取り組んだこと

により、実質収支１億２，０００万円となり、平成２４年度に引き続き黒字決算とすることがで

き、子育て、教育、福祉の充実につながりました。 

  また、これまでの改革の成果として、私が就任した平成２１年度当時と比較すると、普通会計

の町債残高を９４億９，０００万円から７３億６，０００万円へと２１億３，０００万円減少さ

せることができました。 

  さらに、普通会計で所管する財政調整基金等の基金残高につきましても、平成２１年度当時の

８億９，０００万円から平成２５年度末１４億円となり、５億１，０００万円増加させることが

できました。 

  詳しい収支状況は後ほど副町長から報告いたしますが、平成２５年度の本町の財政状況につい

ては着実に改革の成果があらわれてきております。 

  今後とも住民の皆様の信託に応えつつ、行財政改革を推進することで、第４次総合計画の基本
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目標である「豊かな自然 心かよう温もりのまち “みさき”」を目指す総合計画の実現に向け

て取り組むとともに、今後の経済の動向に即応した機動的・弾力的な町政運営に努めてまいりま

す。 

  それでは、平成２５年度に実施いたしました施策の概要について、新規事業や拡充した事業を

中心に、第４次岬町総合計画の六つの基本政策に沿って説明を申し上げます。 

  まず、基本政策１「みんなで進めるまちづくり」でございます。 

  この分野においては、宝くじを財源としたコミュニティ助成事業や人権相談事業の推進、岬ゆ

め・みらい寄附金を活用したビーチバレーなどの地域活性化活動への補助金の交付のほか、新規

事業といたしまして、１６区集会所新築事業やふるさと応援事業に取り組みました。 

  新規事業のうち、１６区集会所新築事業につきましては、老朽化が進む１６区集会所を災害等

発生時の避難所や地域のコミュニティ活動の拠点とするため新築工事を実施するもので、平成２

５年度は設計業務を行いました。 

  また、ふるさと応援事業では、より多くの方に岬町を応援していただくため、岬ゆめ・みらい

寄附をいただいた方に対し、金額に応じて町の特産品を贈呈しました。 

  次に、基本政策２「一人ひとりの子どもが 親が輝き、文化を育むまちづくり」でございます。

この分野においては、子育て環境の充実に向けて、子育て支援センターでの一時預かり事業や各

小学校での放課後健全育成事業等に取り組むとともに、子どもの学習環境の充実のため、小学校

耐震補強事業や中学校ＩＣＴ環境整備事業に取り組みました。 

  まず、子育て環境の整備として、放課後児童健全育成事業では、対象学年をこれまでの小学校

３年生から６年生へと大幅に引き上げることにより、保護者の皆様が安心して仕事と子育てを両

立できる環境づくりに取り組みました。 

  また、乳幼児医療助成事業では、入院助成対象をこれまでの小学校卒業年度から中学校卒業年

度まで引き上げ、安心して医療サービスが受けられる環境を整えました。 

  このほかにも、子どもたちが安心して安全に教育を受けることができる環境を整備するため、

深日小学校及び多奈川小学校の耐震工事を行うとともに、淡輪小学校既設の給食配膳用エレベー

ターや多奈川小学校の屋上防水・フェンス改修を行いました。 

  さらに、老朽化した小学校スクールバスの更新や岬中学校パソコン教室のコンピューターシス

テムの全面更新を行い、教育環境の充実を図りました。 

  次に、基本政策３「誰もが元気でいきいきと暮らせるまちづくり」でございます。 

  この分野においては、地域における参加型サロンや見守り支え合い活動を支援する小地域ネッ
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トワーク活動補助事業や障害福祉サービスの実施、健康ふれあいセンターの運営に取り組むとと

もに、予防接種事業や母子保健事業、がん検診の拡充を図りました。 

  また、新規事業として地域福祉計画の策定やシルバー人材事業団に対する活動補助事業に取り

組みました。 

  住民の皆さんが健康で元気に暮らせる環境を整備するため、予防接種事業を拡充し、これまで

の各種ワクチン接種に加え、新たに風疹と高齢者肺炎球菌ワクチンの費用助成を行いました。 

  母子保健事業では、フリー券の回数をこれまでより増やすことで公費助成を拡充し、妊婦の方

の負担軽減を図りました。 

  また、高齢者の社会参加・生きがいづくりの支援の一環として、平成２５年度に設立されたシ

ルバー人材事業団に対し活動補助を行いました。 

  次に、基本政策４「新たな活力の創造と心うるおう観光まちづくり」でございます。 

  この分野においては、就職困難者に対する相談事業やあっせんにより就労を支援する地域就労

支援事業に取り組むとともに、関西国際空港からの新しい人の流れを創出するため、深日港活性

化事業に取り組み、深日港フェスティバルを開催いたしました。 

  また、地域経済の活性化を図るため、深日漁港ふれあいフェスタなど商工会の活動に対する事

業補助を拡充いたしました。 

  また、現在整備が進められている第二阪和国道の開通を見据え、交流人口の拡大による地域活

性化を図るため、（仮称）道の駅みさきの整備に取り組み、実施設計に着手するとともに、岬町

のまちの魅力や特性を内外に発信し、まちのイメージアップを図るため、岬町マスコットキャラ

クター「みさっきー」と「みさきーちょ」を制作し、泉州地域の観光プロモーションと連携でき

るようにしました。 

  さらに、関西国際空港二期事業土砂採取地を多目的公園として整備し、本年３月１日に「いき

いきパークみさき」としてオープンすることができました。 

  次に、基本政策５「豊かな自然の中で安心して暮らせるまちづくり」でございます。 

  この分野においては、ごみ処理施設やし尿処理施設、分別収集したペットボトルやプラスチッ

クごみの再資源化を行うリサイクル施設の運営や町内を結ぶ重要な交通手段である路線バス事業

に対する補助を行いました。 

  新規事業といたしましては、消防の広域化による消防力の強化を図ることを目的として、泉佐

野市以南３市３町で構成される泉州南消防組合が発足いたしました。 

  また、国の中央防災会議が示した東海・東南海・南海地震の被害想定を踏まえ、岬町地域防災



 

27 

計画の見直しに着手するとともに、災害の未然防止と住民の皆さんの防災意識の高揚を図るため、

全町民を対象とした総合防災訓練を実施いたしました。 

  次に、基本政策６「安全で快適な暮らしを守るまちづくり」についてでございます。 

  この分野においては、外灯管理事業や老朽化した緑ヶ丘住宅の建替えに向けて取り組むととも

に、町道岬番川線整備事業の拡充などに取り組みました。 

  新規事業といたしまして、町道西畑線整備事業及び町道畑線整備事業では、佐瀬川地区や淡輪

南交差点付近の道路改良を行うことで通行の円滑化・安全性の確保に取り組むとともに、町道舗

装修繕計画を策定し、既存道路の老朽化対策に向け、年次的な計画を策定いたしました。 

  また、町道畑山線から第二阪和国道淡輪ランプを結ぶ防災避難道路を整備するため、（仮称）

町道海岸連絡線整備事業の測量・基本設計に着手いたしました。 

  以上、平成２５年度における主要施策につきまして、新規事業や拡充事業を中心に各概要につ

いてご説明申し上げました。 

  これらの成果は、議員各位並びに住民の皆様方の多大なるご支援、ご協力によるものと深く感

謝するものでございます。 

  次に、各会計の収支状況につきましては、副町長から説明申し上げますので、よろしくお願い

いたします。 

○奥野学議長 決算に関する説明について、副町長、中口守可君。 

○中口副町長 それでは、各会計ごとの全般的な決算の概要についてご説明いたします。 

  決算書とともに送付いたしております平成２５年度決算説明資料の１ページをごらんください。 

  まず、会計別決算の状況でございます。一般会計につきましては、歳入決算額は６２億５，５

０３万１，０００円、歳出決算額は６１億２，４５５万４，０００円、歳入歳出決算差引額１億

３，０４７万７，０００円となっており、翌年度に繰り越すべき財源９６８万９，０００円を差

し引いた結果、１億２，０７８万８，０００円の黒字決算となっております。 

  住宅新築資金等貸付事業特別会計につきましては、歳入歳出とも決算額は７５１万８，０００

円となっており、平成２５年度をもちまして、この特別会計を閉鎖したものでございます。 

  国民健康保険特別会計につきましては、歳入決算額は２５億８，７５８万５，０００円、歳出

決算額は２５億２，９９７万１，０００円となっており、歳入歳出決算差引額５，７６１万４，

０００円の黒字決算となっております。 

  後期高齢者医療特別会計につきましては、歳入決算額は２億４，４８０万５，０００円、歳出

決算額は２億３，９２７万６，０００円となっており、歳入歳出決算差引額５５２万９，０００
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円の黒字決算となっております。 

  下水道事業特別会計につきましては、歳入決算額は５億５，５８９万９，０００円、歳出決算

額は５億５，５８７万６，０００円、歳入歳出決算差引額２万３，０００円となっており、翌年

度に繰り越すべき財源２万３，０００円を差し引いた結果、実質収支はゼロとなっております。 

  漁業集落排水事業特別会計につきましては、歳入歳出とも決算額は１，２７１万９，０００円

となっております。 

  介護保険特別会計（保険事業勘定）につきましては、歳入決算額は１７億５，６９３万４，０

００円、歳出決算額は１７億２，８８２万４，０００円となっており、歳入歳出決算差引額２，

８１１万円の黒字決算となっております。 

  介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）につきましては、歳入決算額は２，０１３万１，

０００円、歳出決算額は１，５５９万３，０００円となっており、歳入歳出決算差引額４５３万

８，０００円の黒字決算となっております。 

  淡輪財産区特別会計につきましては、歳入歳出とも決算額は７８１万４，０００円となってお

ります。 

  深日財産区特別会計につきましては、歳入決算額は５，２５６万２，０００円、歳出決算額は

２，４８０万８，０００円となっており、歳入歳出決算差引額２，７７５万４，０００円の黒字

決算となっております。 

  多奈川財産区特別会計につきましては、歳入歳出とも決算額は１億３，４１３万７，０００円

となっております。 

  続きまして、企業会計の決算状況でございます。 

  水道事業会計につきましては、収益的収入額は５億５８１万５，０００円、収益的支出額は４

億９，５２５万５，０００円となっており、収益的収入から収益的支出を差し引いた１，０５６

万円が当年度純利益となっております。前年度繰越欠損金が８７６万１，０００円となっており

ますので、平成２６年度未処理剰余金は１７９万９，０００円でございます。また、資本的収入

額は８２６万３，０００円、資本的支出額は１億７，９６６万１，０００円となっております。

資本的収入額が資本的支出額に不足する額１億７，１３９万８，０００円は過年度損益勘定留保

資金で補填したところでございます。 

  続きまして、２ページをごらんください。普通会計財政収支の状況でございます。 

  普通会計は地方財政に関する各種統計等に用いられる会計でございまして、一般会計に公営事

業会計を除く各種の特別会計を合算いたしまして重複額や借換債を控除して算出されるものでご
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ざいます。 

  本町におきましては、普通会計の範囲というものは一般会計に住宅新築資金等貸付事業特別会

計を加えたものとなっております。 

  平成２５年度普通会計の歳入総額は６２億４，８５６万円、歳出総額は６１億１，８０８万３，

０００円となっており、歳入総額から歳出総額を差し引き、さらに翌年度に繰り越しすべき財源

９，１０７万３，０００円を差し引きました実質収支は３，９４０万４，０００円の黒字決算と

なっております。 

  普通会計決算の歳入歳出の特徴につきまして、財政状況につきましては着実に改革の成果があ

らわれてきておりますので、その辺を十分説明させていただきます。 

  先ほど町長からの説明にもありましたように、財政状況について着実に改革の成果があらわれ

てきております。改革プランの３年目となります平成２５年度決算は皆様方の協力もあり、引き

続き黒字を確保することができました。 

  また、財政構造につきましても経常収支比率、実質公債費比率とも依然として高い水準にある

もののいずれも改善の傾向にあり、これまでの改革の取り組みの成果が着実にあらわれてきてお

ります。 

  しかし、超過課税等の臨時的な財源措置を除いた場合においては安定的な財政運営に支障が生

じるという厳しい財政状況となっております。 

  こうした環境のもとにおきましても、国の経済対策に連動しつつ持続可能なまちづくりを目指

して、本町を次の世代に引き継ぐことを念頭に改革に取り組んでまいりました。 

  まず、経済環境を概観いたしますと、過度な円高が是正され、景気は回復傾向にあるといわれ

るものの、本町におきましては地価の下落が続いており、地域経済を取り巻く環境は依然として

厳しい環境であることに変わりございません。 

  こうした中、平成２５年度の歳入決算につきましては、地元鉄道会社との固定資産評価額をめ

ぐる訴訟の終結に伴う精算等により、地方交付税は対前年度１億２，５８３万３，０００円と大

幅に増加いたしました。 

  また、小学校耐震補強事業や町営緑ヶ丘住宅建替えＰＦＩ事業等に伴い、地方債が対前年度３，

１４７万８，０００円、国庫支出金が対前年度１，９５５万５，０００円といずれも増加してお

ります。 

  一方、関西国際空港二期工事に伴う土砂採取跡地整備事業が平成２４年度で終了したこと等に

伴い、府支出金が２億９，６８５万６，０００円と大幅に減少しております。 
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  また、さきに述べました地元鉄道会社との固定資産評価額をめぐる訴訟関連経費として平成２

４年度に固定資産税過誤納返還金及び還付加算金を財政調整基金からの繰り入れで代用したこと

から、繰入金が対前年度１億１，４３２万５，０００円減少いたしました。 

  町税につきましても、平成２５年度から固定資産税に係る超過課税の引き下げの影響等により、

対前年度７，８７９万２，０００円減少いたしました。 

  一方、歳出決算につきましては、公債費が重く財政負担となっている現状を踏まえ、今後の財

政運営を念頭に一部繰上償還を実施したことから、公債費が対前年度２，４４９万５，０００円

増加いたしました。 

  また、急速な高齢化を背景に、介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計への繰出金の増加

等により、繰出金が対前年度９２５万５，０００円増加しております。 

  一方、歳入決算で述べましたように、平成２４年度をもって関西国際空港二期工事に係る土砂

採取跡地整備事業が終了したこと等に伴い、普通建設事業費が対前年度２億１，５５１万円と大

幅に減少したこととあわせまして、固定資産評価額をめぐる訴訟関連経費として固定資産税過誤

納返還金の減少等により、補助費等が対前年度１億８，１９０万１，０００円減少いたしました。 

  人件費につきましても、退職手当の減少等により、対前年度１，０６９万９，０００円減少し

ております。 

  決算剰余金につきましては、今後の財政運営に資するため財政調整基金への積み立てを実施い

たしました。 

  以上のように、厳しい環境のもとでの財政運営となりましたが、実質収支は平成２４年度に比

べ改善が図られたところでございます。 

  続きまして、３ページをごらんください。財政構造の弾力性を示す重要な指標の一つである経

常収支比率につきましてご説明いたします。 

  歳入経常一般財源は固定資産税に係る超過税率の引き下げの影響などにより町税は減少したも

のの、地元鉄道会社との固定資産評価額をめぐる訴訟の終結に伴う精算により普通地方交付税が

大幅に増加したことで全体で前年度から増加いたしました。 

  一方、経常経費充当一般財源は消防広域化に伴う一部事務組合に対する負担金の減少などによ

り補助費等や公債費がいずれも減少したものの、戸籍電算化事業の増加などに伴い物件費や人件

費がいずれも増加したことで、全体で前年度から増加いたしました。 

  この結果、経常経費充当一般財源の増加幅以上に経常一般財源が増加したことで経常収支比率

は対前年度比０．３ポイント減少の９５．７％と改善されましたが、依然として高い水準で推移
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いたしておるところでございます。 

  次に、地方債現在高につきましては、普通会計における平成２５年度末現在高は臨時財政対策

債などの新規地方債の発行がありましたものの、それを上回る元金の償還を行ったために、前年

度から５億２，７６１万円減少いたしまして、７３億６，３３５万３，０００円となっておりま

す。また、特別会計を加えた平成２５年度末現在高は１３８億９，７１０万円で、前年度から８

億５６０万５，０００円減少しております。地方債現在高は減少傾向にございます。 

  続きまして、基金につきましては、一般会計所管の平成２５年度末現在高は１４億４１６万７，

０００円となっており、前年度から８，８５７万８，０００円の増加をしております。主な要因

といたしましては、多奈川地区多目的公園管理基金が前年度から５，０５８万４，０００円、財

政調整基金が前年から３，０１５万７，０００円といずれも増加しております。また、特別会計

所管の基金を加えた平成２５年度末現在高は２３億３，２４５万４，０００円で、前年度から１

億２，６００万２，０００円増加しております。基金現在高は、これも増加傾向にあります。 

  最後に、健全化比率等の状況でございますが、平成２５年度決算に基づく実質公債費比率、３

カ年平均は１８．８％、将来負担比率につきましては１２６．４％になっており、いずれも改善

傾向にあるものの、依然として高い水準になっております。 

  なお、一般会計等を対象とした実質赤字比率、全会計を対象とした連結実質赤字比率、水道事

業、下水道事業、漁業集落排水事業などの公営企業をもとに算定する資金不足比率につきまして

はいずれも生じておりません。 

  このように、普通会計の決算におきましては、本年度も前年度に引き続き黒字を確保すること

ができました。これは固定資産税の超過課税の効果や、これまでの改革の取り組みに対する効果

が着実にあらわれてきた結果でございます。しかし、先ほど申し上げましたように、財政を取り

巻く環境は国の経済政策の効果等により改善の兆しは見られるものの、依然として厳しい状況で

あることは変わりございません。 

  こうした状況ではございますが、平成２３年度から「豊かな自然・心かよう温もりのまち“み

さき”」の実現を目指して、第４次総合計画が既にスタートしております。 

  今後も、自立できる行財政改革を目指し、田代町長のもと職員一丸となり、より一層の行財政

改革を積極的に推進することで、総合計画の基本目標の実現に向けて努めてまいりたいというよ

うに考えております。 

  以上が、平成２５年度の各会計の概要でございます。説明は以上でございます。 

  なお、本件は総務文教、厚生、事業の各常任委員会に付託の予定と伺っております。よろしく



 

32 

ご審議の上、認定いただきますようお願いいたします。 

○奥野学議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  ただいま説明のありました決算認定、本、１２議案については総務文教、厚生、事業の各常任

委員会に付託の予定でありますが、その前に大綱的質疑を受けたいと思います。これにご異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○奥野学議長 異議なしと認めます。 

  これより大綱的質疑を行います。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○奥野学議長 質疑なしと認めます。これで大綱的質疑を終わります。 

  ただいま議題となっております日程１１、議案第５３号、平成２５年度岬町一般会計決算認定

の件から日程２２、議案第６４号、平成２５年度岬町水道事業会計決算認定の件までの１２件に

ついては会議規則第３９条第１項の規定により、総務文教、厚生、事業の各常任委員会に付託し

たいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○奥野学議長 異議なしと認めます。 

  よって、本、１２件については総務文教、厚生、事業の各常任委員会に付託することに決定し

ました。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○奥野学議長 お諮りします。日程２３、報告第５号、平成２５年度岬町健全化判断比率報告の件

から日程２６、報告第８号、平成２５年度岬町水道事業会計資金不足比率報告の件までの４件を

一括議題にしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○奥野学議長 異議なしと認めます。 

  よって、日程２３、報告第５号、平成２５年度岬町健全化判断比率報告の件から日程２６、報

告第８号、平成２５年度岬町水道事業会計資金不足比率報告の件までの４件を一括議題にするこ

とに決定しました。 

  本、４件について報告を求めます。 

  報告第５号について、財政改革部長、四至本直秀君。 
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○四至本財政改革部長 日程２３、報告第５号、平成２５年度岬町健全化判断比率報告の件につき

ましてご説明申し上げます。 

  本件は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により報告を行うもの

でございます。 

  この地方公共団体の財政の健全化に関する法律は、財政の健全性に関する比率の公表制度を設

けるなど、地方公共団体の財政の健全化に資することを目的としまして平成１９年に成立した法

律でございます。 

  この法律の特徴は４点あり、普通会計でなく、公営企業、公社、第三セクターまでを対象とす

ること。単年度フローだけでなく、ストック面にも配慮した財政状況の判断指標を導入すること。

財政悪化を可能な限り早い段階で把握し、財政状態の改善に着手すること。公営企業についても

財政の早期健全化・再生の仕組みとは別に企業の財政指標の公表と経営健全化のための制度を設

けることでございます。 

  それでは、平成２５年度決算におけます各指標の比率について報告させていただきます。 

  まず、一般会計等を対象とした実質赤字比率の標準財政規模に対する割合である実質赤字比率

は生じておりません。なお、実質赤字比率の早期健全化基準は１５％ということになっておりま

す。 

  次に、連結実質赤字比率は、全会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する割合をいい

ますが、連結実質赤字比率についても現在生じておりません。なお、連結実質赤字比率の早期健

全化基準は２０％となっております。 

  続いて、実質公債費比率は一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模

に対する割合をいいます。平成２５年度におきましては、実質公債費比率は１８．８％となって

おり、前年度の１９．９％から１．１ポイント減少しております。なお、実質公債費比率の早期

健全化基準は２５％となっております。 

  最後に、将来負担比率は一般会計等の将来に負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する

割合をいいます。前の三つの指標は、ある一定期間のフロー指標であるのに対しまして、この将

来負担比率は、ある時点でのストック指標となっております。平成２５年度につきましては、１

２６．４％となっており、前年度の１４７．６％から２１．２％減少しております。なお、将来

負担比率の健全化基準は、３５０％となっております。 

  なお、監査委員から付されました審査意見書におきましては、各比率とも早期健全化基準を下

回っているものの、今後も引き続き健全な財政運営に努められたいとされております。 
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  また、各指標の比率の積算の基礎数値は、決算書及び地方財政状況調査などをもとにしており

ます。地方財政状況調査につきましては、大阪府を通じて総務省へ提出され、現在、国で検収を

行っているところでございます。 

  したがいまして、国からの修正等の指示に伴い、今回、報告させていただきました各比率に変

更が生じる場合がございましたら、改めて報告させていただきたいと思います。よろしくお願い

申し上げます。 

○奥野学議長 報告第６号及び報告第７号について、都市整備部長、末原光喜君。 

○末原都市整備部長 日程２４、報告第６号、平成２５年度岬町下水道事業特別会計資金不足比率

報告の件につきましてご説明いたします。 

  本件は地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により報告を行うもの

でございます。 

  岬町下水道事業特別会計におきまして、平成２５年度での資金不足は生じておりません。 

  なお、資金不足比率は事業の規模に対する資金不足の割合をいいまして、経営健全化基準は２

０％となっております。 

  報告第６号は以上でございます。 

  続きまして、日程２５、報告第７号、平成２５年度岬町漁業集落排水事業特別会計資金不足比

率報告の件につきましてご説明いたします。 

  本件は地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により報告を行うもの

でございます。 

  岬町漁業集落排水事業特別会計におきましては、平成２５年度での資金不足は生じておりませ

ん。 

  なお、資金不足比率は事業の規模に対する資金不足の額の割合をいいまして、経営健全化基準

は２０％となっております。 

  報告第７号は以上でございます。 

○奥野学議長 報告第８号について、水道事業理事、鵜久森 敦君。 

○鵜久森水道事業理事 日程２６、報告第８号、平成２５年度岬町水道事業会計資金不足比率報告

の件についてご説明いたします。 

  本件は地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により報告を行うもの

でございます。 

  岬町水道事業会計におきましては、平成２５年度での資金不足は生じておりません。 
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  なお、資金不足比率は事業の規模に対する資金の不足額の割合をいい、経営健全化基準は２

０％となっております。 

  報告第８号は以上でございます。 

○奥野学議長 これより本、４件に対する質疑を行います。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○奥野学議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  これをもって日程２３、報告第５号、平成２５年度岬町健全化判断比率報告の件から日程２６、

報告第８号、平成２５年度岬町水道事業会計資金不足比率報告の件までの４件の報告を終わりま

す。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○奥野学議長 以上で、本日の日程は全て終了しました。 

  本日はこれで散会します。 

  各常任委員さんには、委員会付託分の審議についてよろしくお願いします。 

  なお、次の会議は９月２５日午前９時３０分から開催予定の議会運営委員会及び全員協議会終

了後に会議を開きますので、ご参集ください。 

  どうもご苦労さまでした。 

（午前１１時４２分 散会） 
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  以上の記録が本町議会第３回定例会の会議のてんまつに相違ないことを記するため、ここに署
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                            平成２６年９月３日 

 

 

    岬町議会 

 

 

     議     長   奥  野     学 

 

 

     議     員   小  川 日 出 夫 

 

     議     員   竹  原  伸  晃 

 


